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は し が き

　法学を学ぶと、どのような興味深い課題に出会い、かかわること
ができるのか。文系・理系を問わず、東京大学の学部 1 年生・2 年
生を対象として、東京大学法学部の教員 13 名が講義をしました。
本書は、そのような授業の記録です。
　学部 1 年生・2 年生だけでなく、法学部とはどのようなところな
のかと関心を持った高校生、学ぶ意義を再確認しようとする学部 3
年生・4 年生や法科大学院の学生、他の分野を専門とする学生、ア
ンテナをさらに磨こうとする職業人など、多くの皆様が手に取って
くださるならば、ありがたく存じます。
　それぞれの講の順序は、意味がなくはないのですが、取り立てて
言うほどのものではありません。読者が関心を持った順序で、どの
講からでもお読みいただければよいと考えています。

　東京大学法学部では、教養学部に属している 1 年生・2 年生に向
けて、駒場キャンパスで、「現代と法」という授業を開講していま
す。4 月から 7 月までの 13 コマの授業です。法学部教員 1 名が 1
コマずつ、自分がいま関心を持っているテーマについて講義をし、
学生からの質問に応えるなどする授業です。
　法学部が開講責任母体となった教養学部の科目であり、学生にと
っては 2 年間の教養課程において履修すべき重要なカテゴリーであ
る「総合科目」の一つの選択肢です。専門課程で法学部に進もうと
する学生から、法学部は全く考えていない理系の学生まで、様々な
学生が履修しています。
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　2022 年 7 月に刊行した『まだ、法学を知らない君へ──未来を
ひらく 13 講』と、2024 年 9 月に刊行した『いま、法学を知りたい
君へ──世界をひろげる 13 講』は、それぞれ、2021 年度と 2022
年度の「現代と法」（その前身を含む）の記録が中心となっています。
　第 3 弾である本書『さらに、法学を知りたい君へ──社会とつな
がる 13 講』は、2023 年度と 2024 年度に「現代と法」を初めて担
当した教員を中心として、やはり総勢 13 名が、それぞれ 1 講を文
章にしたものです。書籍としての刊行にあたり、新しい情報を取り
入れた内容としています。

　法学部では、法学と政治学が、いわば車の両輪として、研究され、
教育されています。東京大学法学部の政治学教員は、「現代と政治」
という授業を開講し、『東大政治学』（東京大学出版会、2024 年）を刊
行しています。

　「現代と法」は、2021 年度から始め、2025 年度においても継続し
ています。授業の運営において、東京大学教養学部から様々な支援
を受けています。
　本書の編集は、有斐閣法律編集局学習書編集部の入田萌衣さんが
担当されています。藤本依子さんほかの皆様とともに進め、書名や
装丁も親しみやすいものをお考えくださいました。御礼申し上げます。
　本書を刊行するにあたって、多くの皆様からいただいているご助
力に対し、感謝の気持ちを新たにしています。

2025 年 6 月

「現代と法」委員会を代表して
白 石 忠 志
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